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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線治療装置の放射線源から軸に沿って射出されるビームの線量を検出測定する放射
線ビーム分析器であって、
　人体の密度に近い密度を有する材料で形成されたダイナミックボディファントムと、
　前記ダイナミックボディファントムを収容するタンクと、
　光子及び電子を感知するように構成されて配置されかつ前記ダイナミックボディファン
トム内に位置決めされている少なくとも１つの線量測定プローブと、
　前記タンク及び前記ダイナミックボディファントムを支持するキャリッジと、
　前記キャリッジが固定されているガイドウェイと、
　前記キャリッジ、前記タンク及び前記ダイナミックボディファントムを前記ガイドウェ
イに対して、互いに直角なＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸からなる座標系において増分的に（increm
entally）移動させる前記放射線源から独立した第１の機構と、
　前記タンクをＺ軸周りに回転させる回転テーブルと、
　前記少なくとも１つの線量測定プローブを前記ダイナミックボディファントム内で前記
タンクに対して増分的に移動させる第２の機構と、
　前記第１の機構及び前記第２の機構に接続されており、前記タンク及び前記少なくとも
１つの線量測定プローブの両方を互いに対して相対的に同時に移動させて、前記放射線源
と前記放射線源から前記少なくとも１つの線量測定プローブに向けて射出されるビームの
前記軸との距離を一定に保つように前記第１の機構及び前記第２の機構を動作させるコン
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トローラと、を含み、
　一連の位置を通過する前記ダイナミックボディファントムの移動が行われて、放射線治
療に必要とされる放射線の適切な量を判定するのに十分なデータが提供されることを特徴
とする放射線ビーム分析器。
【請求項２】
　請求項１に記載の放射線ビーム分析器であって、前記線量測定プローブがイオンチャン
バであることを特徴とする放射線ビーム分析器。
【請求項３】
　請求項１に記載の放射線ビーム分析器であって、前記ダイナミックボディファントムが
、アクリル材から形成されたタンクを含んでいることを特徴とする放射線ビーム分析器。
【請求項４】
　請求項１に記載の放射線ビーム分析器であって、前記移動がアイソセントリックである
ことを特徴とする放射線ビーム分析器。
【請求項５】
　請求項１に記載の放射線ビーム分析器であって、前記放射線治療装置が、線形加速器で
あることを特徴とする放射線ビーム分析器。
【請求項６】
　放射線治療装置をキャリブレーションする方法であって、
　軸に沿った放射線源を提供するステップと、
　人体の密度に近い密度を有する材料で形成されたダイナミックボディファントムを提供
するステップと、
　前記ダイナミックボディファントムを収容するタンクを提供するステップと、
　光子及び電子を感知するように構成されて配置される少なくとも１つの線量測定プロー
ブを提供するステップと、
　前記少なくとも１つの線量測定プローブを前記ダイナミックボディファントム内で位置
決めするステップと、
　キャリッジに前記ダイナミックボディファントム及び前記タンクを支持させるステップ
と、
　前記キャリッジをガイドウェイに固定するステップと、
　前記キャリッジ、前記タンク及び前記ダイナミックファントムボディを前記ガイドウェ
イに対して、互いに直角なＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸からなる座標系において前記放射線源に対
して独立的に増分的に移動させるステップと、
　前記タンクを前記Ｚ軸周りに回転させる回転テーブルを設けるステップと、
　前記少なくとも１つの線量測定プローブを前記ダイナミックファントムボディ内で前記
タンクに対して増分的に移動させるステップと、
　コントローラを用いて、前記タンク及び前記少なくとも１つの線量測定プローブの両方
を同時に互いに対して相対的に移動させて、前記放射線源と前記放射線源から前記少なく
とも１つの線量測定プローブに向けて出射されるビームの前記軸との間の距離を一定に維
持するステップと、を含み、
　一連の位置を通過する前記ダイナミックボディファントムの移動が行われて、放射線治
療に必要とされる放射線の適切な量を判定するのに十分なデータが提供されることを特徴
とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、線形加速器または他の放射線生成デバイスの目標位置における放射線量を測
定する方法及びデバイスに関し、特に、衰弱した肺、脳、脊椎骨、肝臓、膵臓及び腎臓を
含む人体の至る所の癌性腫瘍及び非癌性腫瘍の非侵襲性治療のための放射線治療システム
と共に使用されるサイバーナイフ（登録商標）、線形加速器または他の放射線生成デバイ
スからの放射線量の監視及び測定に関する。



(3) JP 5773881 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　悪性腫瘍の治療のための様々な周知の医療技術は、放射線の使用を伴う。放射線源（例
えば、医療用線形加速器）が、患者の特定の目標領域に向けられた放射線を生成するのに
通常は使用されている。患者の悪性腫瘍領域に向けられた放射線の適正量は、最も重要で
ある。適正に照射された場合、放射線は、患者の悪性組織にイオン化効果をもたらすので
、悪性細胞が破壊される。照射された放射線の用量決定が適切に監視されている限り、悪
性腫瘍は、周囲の健康な身体組織に障害をもたらすことなく治療される。これらの治療の
目標は、周囲の健康な組織の放射線の被爆を最小限にしつつ、腫瘍または悪性細胞に大量
の放射線を集中させることである。加速器を使用して放射線を供給してもよい。異なった
加速器は、様々な特性及び出力レベルを有している。最も一般的なタイプの加速器は、パ
ルス放射を生成する。出力ビームは、断面において矩形形状を有し、断面領域は、通常は
１から１６００平方センチメートル（ｃｍ2）の間である。好ましくは、断面領域または
場（field）の大きさは、１×１平方センチメートル（ｃｍ2）と４０×４０平方センチメ
ートル（ｃｍ2）との間である。矩形または正方形の断面形状は、モールド成形もしくは
キャスト成形のリードまたはセロベンド（cerrobend）材料を用いて、しばしば、任意の
所望の断面形状に変更される。さらに、高度な加速器は、マルチリーフコリメータを用い
ている。他の加速器は、コバルト放射線装置のように連続的すなわち非パルスである。い
くつかの加速器は、電磁場変更手段によって治療範囲全体に亘って非常に細い電子ビーム
を送る、掃引電子ビームを用いる。
【０００３】
　適切な用量決定（dosimetry）を保証するために、悪性腫瘍の治療に使用される線形加
速器はキャリブレーションされなければならない。電子放射及び光子放射の両方は、適切
に測定されて特定のデバイスと関連付けられなければならない。技術を有している施術者
は、放射線治療の強度及び時間の両方が注意深く計算されて管理され、患者の安全が維持
されつつ所望の治療結果がもたらされることを保証しなければならない。平坦度、対称性
、放射線及び光線範囲アラインメント等のパラメータは、一般的に規定されている。過度
の放射線の使用は、実際上、副作用をもたらし、周囲の組織に有害な効果をもたらす。不
十分な量の放射線の使用は、悪性腫瘍を除去・消滅させるのに効果的な放射線量をもたら
すことができない。従って、特定の装置によって生成される正確な放射線量、及び放射線
の患者の体内での分布態様を判定可能にすることが重要である。
【０００４】
　目標領域において患者が受ける放射線の正確な評価をもたらすために、患者の体内の様
々な位置におけるいくつかの放射線パターンまたはマップが生成されるべきである。これ
らのプロファイルは、１）深部量百分率プロファイルをもたらす、水深に伴う放射線量の
変化、２）クロス（断面）ビームプロファイル（cross beam profile）をもたらす、放射
線源に垂直な平面の放射線量の変化、及び３）ＳＡＤ（線源と軸との距離）が一定のプロ
ファイルである場合に深部量百分率及びＴＭＲ／ＴＰＲ（組織最大線量比／組織ファント
ム線量比）をもたらす、水深に伴う放射線量の変化と相関する。これらの特定のクロスビ
ームプロファイル測定が、本発明において特に検討される事項である。他の分析にも有用
であるが、放射方向平面及び横方向平面の両方におけるクロスプロファイルのアラインメ
ントが本発明の中心である。
【０００５】
　病院及び治療センターにキャリブレーションサービスを提供する会社が存在する。これ
らの物理学者は、施設を訪問して自分たちの装置で放射線源のキャリブレーションを実施
しなければならない。このことは、軽量で、容易に携帯でき、扱い難くなく、現場で迅速
に組み立て可能でかつ解体可能な放射線測定デバイスを必要とする。実際の検査は、迅速
であり、短時間で取得可能な結果を伴うべきである。このような装置は、物理学者の効率
をさらに向上させ、短時間でさらに多くの放射線装置をキャリブレーション可能にする。
【０００６】
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　医療用線形加速器によって生成される放射線の測定のための従来のシステムは、水で満
たされている約５０ｃｍ×５０ｃｍ×５０ｃｍの大きなタンクを使用する。モータによっ
て制御されているコンピュータのグループが、水面の真下にある単一軸に沿って、プログ
ラミングされた一連のステップを通して放射線検出器を移動させる。人体の密度が水の密
度に非常に近いため、水で満たされたタンクは、患者の身体の中で起きるだろう放射線の
分布及び強度の両方のシミュレーションを生成する適切な媒体を提供する。上述のタンク
は、一般的に水ファントムと称される。線形加速器によって生成される放射線は、ファン
トムタンク内の水の中に向けられ、水の中の様々な深さ及び位置における放射線の強度が
放射線検出器で測定され得る。放射線が水に進入すると、直進ビームすなわち一次ビーム
は、放射線ビームが人体に当たった場合とほぼ同様に、水によって散乱させられる。散乱
させられた放射線及び一次放射線は、放射線検出器の一部であるイオンチャンバによって
または放射線感知ダイオードによって検出される。
【０００７】
　イオンチャンバは、本質的には、その体積の中で生成されるイオンの数に対応する電流
を生成するオープンエア型のキャパシタである。検出器がファントムタンク内の測定点に
降下させられて、測定が特定時間に亘って行われる。その後、検出器は、測定が行われる
他の測定点に移動させられて、検出器が第２の点で保持され得る。測定点の各々において
、検出器が固定保持されつつ、統計的に有意な数のサンプルが取得される。
【０００８】
　放射線治療及び放射線手術において、例えば、腫瘍は、腫瘍内の細胞を殺すイオン化放
射線ビームによって、非侵襲に破壊されてもよい。放射線ビームを腫瘍のみに当てて、腫
瘍の周囲の健康な組織に当てないことが望ましい。従って、腫瘍に向けたビームの正確な
照準がこれらの放射線治療において非常に重要である。目標は、周囲の健康な組織の放射
線被曝を最小限にしつつ、腫瘍に高線量の放射線を集中させることである。腫瘍に対する
放射線量を適切な分布にするために、通常は、放射線ビームの方向が治療の間に調整され
て腫瘍が追跡される。
【０００９】
　アキュレイ社のサイバーナイフ（登録商標）ロボティックラジオサージェリーシステム
等の最も高度で最新の放射線手術システムは、治療の間、ステレオオンライン（stereo o
nline）Ｘ線撮像を使用して、放射線治療の精度を向上させる。患者の骨の目標物（例え
ば、頭蓋骨）の位置は、サイバーナイフ（登録商標）ステレオＸ線カメラシステムを用い
ることによって、高い精度で判定可能である。従って、この高精度のＸ線カメラシステム
は、骨の目標物と目標領域との相対的位置が一定である場合に、目標領域を治療するため
に使用可能である。しかし、Ｘ線カメラシステムは、目標（例えば、腫瘍）がＸ線画像内
で通常は視覚できない故に目標領域と骨の目標物との相対位置が変化する場合、目標領域
の位置を判定するために使用することはできない。例えば、患者の腹部及び胸部内の目標
領域は、この方法のみでは治療できない。
【００１０】
　画像誘導システムは、サイバーナイフ（登録商標）システムの適切な操作に必要不可欠
である。画像誘導システムを制御するために開発された第１の方法は、６Ｄまたは頭蓋骨
ベース追跡として知られていた。Ｘ線カメラが画像を生成し、当該画像は、患者人体デジ
タル再構築放射線写真（ＤＤＲ）のコンピュータ生成画像のライブラリと比較され、コン
ピュータアルゴリズムが、患者の移動の故に、どの動作補正がロボットに与えられなけれ
ばならないのかを判定する。この撮像システムは、サイバーナイフ（登録商標）に、患者
の頭蓋骨に取り付けられる機械的なクランプを使用すること無しに、０．５ｍｍの精度で
放射線を供給することを可能とする。画像誘導される技術の使用は、無フレーム定位固定
放射線手術と称される。この方法は、補正が３つの並進動作（Ｘ、Ｙ及びＺ）及び３つの
回転動作に関してなされる故に、６Ｄと称される。
【００１１】
　従来技術の説明
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　いくつかの従来技術のデバイスは、特定の加速器の使用法に加えて特定の加速器の適切
な用量決定を確実にする教育システムにおいて知られている。
【００１２】
　sofieldによる米国特許第５，６２１，２１４号及び５，６２７，３６７号は、ピーク
検出法を使用する放射線ビームスキャナシステムに関する。この装置は、水ファントム内
に設けられている単一の軸を含んでいる。使用において、水ファントムは水平にされなけ
ればならず、基準検出器は、電気ステッパモータによって信号検出器が当該単一の軸に沿
って上昇及び下降させられている間、ビーム内のある点に固定され続けている。これらの
装置が水ファントムを使用する限り、信号検出器の移動は単一の軸に沿った移動に限定さ
れ、これらの装置は、ビームの平面的スキャンしか提供できない。
【００１３】
　Gentry等による米国特許出願公開第２００６／００３３０４４ Ａ１号は、マルチエネ
ルギ電子ビーム放射線治療のための治療計画ツールに関する。このシステムは、標準的な
単一の電子ビーム放射線治療装置を用いたマルチエネルギ電子ビーム治療を可能にするス
タンドアローン型の計算機からなり、より良い放射線量プロファイルを提供する。ユーザ
が規定した深度－放射線量プロファイルを使用することによって、計算機は、現在の標準
的な幅広い種類の電子ビーム放射線治療システムと共に機能し得る。
【００１４】
　本願発明の発明者であるNavarroによる米国特許第６，２２５，６２２号（特許取得日
２００１年５月１日）には、固定放射線ビームを通してイオンチャンバを移動させて、ビ
ームの領域内の様々な点における放射線強度の測定値を収集するダイナミック放射線測定
装置が記載されている。当該特許の開示内容は、参照することによって本明細書に包含さ
れている。
【００１５】
　Westerlundによる米国特許第４，９８８，８６６号（特許取得日１９９１年１月２９日
）は、放射線治療に使用される治療機器からの放射線場（radiation field）をチェック
する測定装置に関する。この装置は、カバープレートの真下に配されている放射線検出器
を含む測定ブロックを含み、かつ放射線場マーキングライン及びエネルギフィルタを備え
ている。検出器は、信号を処理して測定値を表示する読み出しユニットに接続されている
。放射線量監視キャリブレーション検出器は、特定の幾何学的パターンで固定され、放射
線場の一様性を判定する。使用において、この測定デバイスは、測定ブロック内の一定位
置にある単一の放射線源によって放射されている放射線の総量を同時にチェック可能であ
る。
【００１６】
　Schmidt等による米国特許出願公開第２００５／０１７３６４８ Ａ１号は、高エネルギ
治療放射線に関するワイヤフリーのデュアルモードキャリブレーション機器に関する。こ
の装置は、対向する第１及び第２の面を有して、当該第１の面と第２の面との間に検出器
のセットを保持するハウジングを含む。電子のための第１のキャリブレーション材が配さ
れて、第１の面を通過して検出器に向かう電子が途中で捕捉され、光子のための第２のキ
ャリブレーション材が配されて、第２の面を通過して当該検出器に向かう光子が途中で捕
捉される。
【００１７】
　これらの装置は、水ファントムを使用せず、さらに全てのイオン化検出器が１つの平面
になければならない。このことは、放射線治療下で人体に垂直に当たる散乱及び直接放射
線の組み合わせの適切な三次元評価をもたらさない。従って、実際の状況における正確な
放射線測定は、これらの装置を用いては容易には確実にすることはできない。
【００１８】
　Attixによる米国特許第５，００６，７１４号（特許取得日１９９１年４月９日）は、
放射線を直接は測定しないが、放射線源の比例光出力を測定する特定のタイプのシンチレ
ータ線量測定プローブを使用する。このプローブは、原子番号及び電子密度が水または筋
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肉組織に近いポリマ材内に設けられる。Attixは、このような検出器の使用が、ファント
ム水タンク内における摂動を最小化することを示している。
【００１９】
　さらに、従来の水ファントムよりも小さい体積の水を使用するウェルホーファーボトル
シップ（wellhofer bottle-ship）と称される装置も存在する。このウェルホーファーデ
バイスは、タイミングベルトとモータの組み合わせを使用して、水の中の検出器を移動さ
せるので、長い初期始動時間が必要である。
【００２０】
　従って、携帯可能な、モジュール式の放射線ビーム測定デバイスへの必要性が存在する
。このデバイスは、様々な場所で使用して様々なサイバーナイフ（登録商標）システムを
キャリブレーションするために、迅速な組立及び解体が可能であるべきである。このデバ
イスは、サイバーナイフ（登録商標）から発せられる放射線の繰り返しの正確な検出が可
能であるべきである。サイバーナイフ（登録商標）と治療される部分（例えば、腫瘍）と
の間の距離が、このシステムによって一定に維持されるので、このデバイスは、比較的小
さな体積の水または他の流体を使用すべきである。
【００２１】
　上述の従来技術のデバイスには、深度によるＴＭＲ／ＴＰＲ（組織最大線量比／組織フ
ァントム線量比）の直接測定値及びアイソセントリック（isocentric）クロスプロファイ
ルをもたらす、高速かつ正確なアイソセントリック測定の実施を可能にするものがない。
携帯可能な、モジュール式の放射線ビーム測定デバイスへの必要性も存在する。このデバ
イスは、様々な場所で使用して様々なアイソセントリック放射線ビームシステムをキャリ
ブレーションするために、迅速な組立及び解体が可能であるべきである。アイソセントリ
ック放射線ビーム源と治療される部分（例えば、腫瘍）との間の距離が、このシステムに
よって一定に維持されるので、このデバイスは、比較的小さな体積の水を使用すべきであ
る。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の第１の実施形態は、サイバーナイフ（登録商標）によって生成される放射線の
分布及び強度を測定する放射線ビーム分析器を取り入れている。分析器は、比較的小型の
水タンクを用いており、当該タンク内部にセンサが配されている。センサと放射線源との
間の距離は変化させられない。水タンクがセンサに対して持ち上げられかつ下に降ろされ
て、患者の体内の疾患の位置がシミュレーションされる。タンクのこの動きは、サイバー
ナイフ（登録商標）からの放射線が、患者内の疾患の適切な治療のために適切にキャリブ
レーションされかつ調整されることを可能にする。
【００２３】
　本発明の他の実施形態は、放射線源によって生成される放射線の分布及び強度を測定す
る放射線ビーム分析器を取り入れている。この分析器は、比較的小型の水タンクを用いて
おり、当該タンク内部にセンサまたは検出器が配されている。センサと放射線源との間の
距離は変化させられない。ＳＡＤ（線源から軸の距離）を一定に維持する２つの方法が存
在する。第１の方法は、検出器の位置を固定維持して、検出器を保持するためのホルダを
使用し、小型の水タンクを上昇または下降させる方法である。第２の方法は、上昇及び下
降機構を用いて検出器を上方または下方に一方の方向に移動させ、他の上昇及び下降機構
を用いて、小型の水タンクを他方の方向に同期的に移動させる方法である。第２の方法も
、ＳＡＤを一定に維持する。これらの方法は、放射線源に対して検出器を位置決めし、患
者体内の疾患の位置をシミュレーションする。このタンクの移動は、アイソセントリック
放射線ビーム源からの放射線が適切にアイソセントリックに測定されることを可能にする
。
【００２４】
　従って、本発明の目的は、放射線手術を実施するためまたは疾患を治療するために使用
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される線形加速器またはサイバーナイフ（登録商標）からの放射線の正確な測定をもたら
すことである。
【００２５】
　本発明のさらなる目的は、患者の身体内の疾患に対して、線形加速器またはサイバーナ
イフ（登録商標）を正確に位置決めすることである。
【００２６】
　本発明のさらに他の目的は、疾患の治療のために必要とされる適切な放射線の量を判定
するために、固定されたセンサに対して移動させられる比較的小型の水タンクを含むモジ
ュラー式放射線デバイスを提供することである。
【００２７】
　本発明のさらに他の目的は、水タンクの移動及びサイバーナイフ（登録商標）からの放
射線の測定を電気的に制御するシステム及び方法を提供することである。
【００２８】
　本発明のさらなる目的は、放射線検出器を正確に位置決めすること及び測定の高い再現
性を得ることである。
【００２９】
　本発明のさらに他の目的は、疾患の治療のために必要とされる適切な放射線の量を判定
するために、固定された検出器またはセンサに対して移動させられる比較的小型の水タン
クを含むモジュラー式放射線デバイスを提供することである。
【００３０】
　本発明のさらに他の目的は、比較的小型の水タンクの移動、及びアイソセントリック放
射線ビーム源からの放射線の測定のために当該タンク内に設けられている検出器またはセ
ンサの移動を電気的に制御するシステム及び方法を提供することである。
【００３１】
　本発明の他の目的及び利点は、本発明のいくつかの実施形態が説明及び例示によって記
載されている、添付の図面とともになされる以下の説明から明らかになるだろう。本出願
に含まれている図面は、この明細書の一部を構成し、本発明の例示の実施形態を含みかつ
本発明の様々な物体及び特徴を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、サイバーナイフ（登録商標）からの放射線の測定に使用している本発明
の斜視図である。
【図２】図２は、本発明の前面図である。
【図３】図３は、本発明の側面図である。
【図４】図４は、本発明の上面斜視図である。
【図５】図５は、本発明の拡大前面図である。
【図６】図６は、本発明の測定タンクのみの拡大前面斜視図である。
【図７】図７は、アイソセントリック放射線ビーム源を使用して患者を治療する従来の放
射線治療システムの斜視図である。
【図８】図８は、小型のタンクを含みかつ持ち上げられた位置にある検出器を有する本発
明の第２の実施形態の前面図である。
【図９】図９は、小型のタンクを含みかつ下に降ろされた位置にあるセンサを有する本発
明の第２の実施形態の前面図である。
【図１０】図１０は、持ち上げられた位置にある検出器を有する小型のタンクを含む本発
明の第２の実施形態の側面図である。
【図１１】図１１は、持ち上げられた位置にある検出器を有する本発明の第２の実施形態
の小型のタンクの側面図である。
【図１２】図１２は、下に降ろされた位置にある検出器を有する本発明の第２の実施形態
の小型のタンクの側面図である。
【図１３】図１３は、下に降ろされた位置にある検出器を有する本発明の第２の実施形態
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の小型のタンクの背面斜視図である。
【図１４】図１４は、下に降ろされた位置にある検出器を有する本発明の第２の実施形態
の小型のタンクの背面斜視図である。
【図１５】図１５は、アイソセントリック放射線ビーム源からの放射線の測定に使用され
ている本発明の第２の実施形態の斜視図である。
【図１６Ａ－１６Ｂ】図１６Ａ及び１６Ｂは、アイソセントリック深度スキャン（ＴＭＰ
）及び断面プロファイルの結果である。
【図１７】図１７は、本発明の第３の実施形態の斜視図である。
【図１８】図１８は、本発明の第３の実施形態の端面図である。
【図１９】図１９は、本発明の第３の実施形態の前面図である。
【図２０】図２０は、本発明の第３の実施形態の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明は様々な態様で実施可能であり、現在好ましい実施形態だが限定するものではな
い実施形態が図面内に示されかつ以下に説明され、本開示は本発明の例示として考えられ
るべきであり、かつ本開示が本発明を、説明されている特定の実施形態に限定することを
目的としていないことが理解される。
【００３４】
　本発明は、正確に、精度良くかつ迅速に、サイバーナイフ（登録商標）によって生成さ
れる放射線を測定するように構成されている。放射線手術に使用されるデバイスからの放
射線のダイナミックファントム（Dynamic phantom）及びダイレクトＴＭＰ／ＴＰＲ直接
測定（Direct TMP/TRP Direct Measurement）は、本明細書において参照されている本願
出願人に関連する特許出願において以前に記載されている。これら２つの測定方法の組み
合わせ、及びこれらの測定方法の特徴のいくつかの変更は、以下に説明される本発明をも
たらす。
【００３５】
　ダイナミックファントム及びダイレクトＴＭＲ／ＴＰＲ直接測定の基本概念は同一であ
るが、本発明は、ダイナミックファントムと同様であるがＴＭＲ／ＴＰＲとは異なり、水
を必要とするが固体水は必要としない。放射線は、タンク頂部の放射線源から与えられ、
本願出願人の以前のＴＭＲ／ＴＰＲ測定のように横方向に与えられはしない。本発明は、
非常に小さな容積を有するタンクの使用も可能にする。従来技術のタンク容量が１００リ
ットルに対し、好ましい実施形態において、タンクの容量は２．５リットルである。
【００３６】
　図１－６を参照すると、放射線手術システム内のサイバーナイフ（登録商標）１２によ
って生成された放射線の分布及び強度を測定するためのモジュラー式放射線ビーム分析器
１０を含む本発明の第１の実施形態が示されている。放射線ビーム１４は、サイバーナイ
フ（登録商標）１２から、実質的に垂直方向に発射される。ビーム１４は、非常にシャー
プであり、１ミリメートル未満の精度で患者において位置決めされることが可能である。
ビーム１４は、最小場サイズ直径０．５ｃｍで最大場サイズ直径６ｃｍを有するのが好ま
しい患者の領域を治療するために使用される。サイバーナイフ（登録商標）が使用されて
いる放射線手術システムは、アイソセントリック法またはＴＭＲ／ＴＰＲ（組織最大線量
比／組織ファントム線量比）の直接測定を用いて行われるすべての放射線測定を必要とす
る。さらに、この放射線手術治療の精度の故に、放射線の測定は、非常に高い精度を必要
とする。
【００３７】
　本発明の比較的小型のタンクは、実質的に比較的大型のタンク３０を使用する測定デバ
イスのキャリッジ１８上に配されている。大きな測定デバイスは、キャリッジ１８が３つ
の異なった軸、Ｘ、Ｙ及びＺ方向に移動することを許容する。Ｘ軸は、タンク３０の水平
部に沿って伸長しており、図２において見ることが可能である。Ｙ軸は、垂直方向に伸長
しており、図２において見ることが可能である。Ｚ軸は、タンク３０の背部壁に向かって
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かつ背部壁から離れる方向に伸長しており、図３において見ることが可能である。ステッ
パモータ等の小型のモータが、３つの軸全てに沿ってキャリッジ１８を移動させる。本発
明は、Ｙ方向のみに移動可能な第２のタンク１６を含んでいる。ステッパモータは好まし
い実施形態であるが、３つの軸の各々に沿ってキャリッジ１８を移動させることが可能な
任意のタイプのモータまたはデバイスが使用可能である。
【００３８】
　サイバーナイフ（登録商標）を使用する放射線手術システムにおいて、サイバーナイフ
（登録商標）と、患者の治療される疾患（腫瘍等）との間の距離は一定に維持される。従
って、治療される腫瘍または他の疾患が位置している患者の身体内の異なった位置または
深度をシミュレーションするために、患者の身体内の部分の深度をシミュレーションする
水の相対的な深度のみが、変化させられる必要がある。センサ３２を第２のタンク１６内
の水の中の特定の深さに移動させることによって患者の身体内の正確な深度または位置が
シミュレーションされると、サイバーナイフ（登録商標）からの放射線の量が調整されて
腫瘍または疾患が適切に治療されることが可能になる。本発明は、第２のタンク１６をＹ
軸に沿って垂直に上方及び下方に移動させることでこのことを達成する。
【００３９】
　センサ３２は、サポート３４内に設けられるかまたは位置決めされる（図４、５及び６
）。サポート３４は、実質的に垂直なロッドまたはサポート３６上に固定されている。同
様に、サポート３６は、実質的に水平なロッドまたはサポート３８に接続されかつ支持さ
れている。サポート３６及び３８に横方向に力を加える好ましい接続デバイス４０が示さ
れているが、任意の他のタイプの接続デバイス４０も使用可能である。サポートまたはロ
ッド３８は、ガイドウェイ４２に設けられている接続デバイス４４を用いて、ガイドウェ
イ４２に接続されている（図３）。サポート３４は、サイバーナイフ（登録商標）１２と
センサ３２との距離が調整されて、サイバーナイフ（登録商標）１２と治療される疾患と
の距離がシミュレーションされることを可能にする。サポート３８及び３４は、センサ３
２が、サイバーナイフ（登録商標）１２からの放射線ビーム１４にアラインメントされる
ことを可能にする。
【００４０】
　ステッパモータまたは他の同様なデバイス（図示せず）は、Ｙ軸に沿ってキャリッジ１
８を移動させる。このことは、疾患が患者の身体内部において配されている深度または高
さをシミュレーションする。キャリッジ１８は、キャリッジ１８に固定されているサポー
トプレートまたはプラットフォーム４４を有している（図５）。第２のタンク１６の下部
は、プラットフォーム４４に移動自在に固定されているので、本発明の動作の間、タンク
はキャリッジ１８から脱落しない。第２のタンク１６をプラットフォーム４４に固定する
様々な方法が存在し、当該方法は、締結、接着、溶接等を含むがこれらに限定されない。
好ましい実施形態において、第２のタンク１６はプラットフォーム４４に取り外し可能に
固定されているが、取り外せない態様で取り付けられていてもよい。
【００４１】
　第２のタンクは、実質的に、断面において正方形にかつ高さ方向において矩形に表され
ているが、好ましい実施形態は円筒状である。この円筒は、好ましくは、直径１９ｃｍで
高さ４０ｃｍである。これは透明なアクリル材で形成される。様々な他の寸法及び重量を
有しているタンクも使用可能である。タンクは、様々な他の材料からも形成可能である。
【００４２】
　本発明のこの実施形態は、本願出願人による米国特許出願シリアルナンバ第６１／０８
３，７４０号（出願日２００８年７月２５日、発明名称「Modular Radiation Beam Analy
zer Software」）及び米国特許出願シリアルナンバ第１１／５１０，２７５号（出願日２
００６年８月２５日、発明名称「Convertible Radiation Beam Analyzer System」）のソ
フトウェア及びプログラムを使用して、ガイドウェイを操作するモータを制御し、データ
を取得し、当該データを分析し、当該データのグラフィック表示を提供し、適切な変更を
伴ったデータを伝送する。
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【００４３】
　本発明の実施形態は、単一のイオンチャンバまたはイオンチャンバのアレイとともに使
用され得る。本発明の実施形態は、複数のダイオードとともに使用されてもよい。本発明
は、従来の放射線治療とともに使用されてもよい。従来の放射線治療と共に使用される場
合、第２のタンク１６の寸法は、長さ１４ｃｍ、幅１４ｃｍ、高さ４０ｃｍである。
【００４４】
　本発明の他の実施形態は、正確に、精度良くかつ迅速に、放射線ビーム源によって生成
された放射線ビームをアイソセントリックに測定するように設計されている。本発明の第
２の実施形態も、サイバーナイフ（登録商標）放射線システムとともに使用され得る。放
射線手術において用いられるデバイスからの放射線のダイナミックファントム測定及びＴ
ＭＲ／ＴＰＲ（組織最大線量比／組織ファントム線量比）関数の直接測定は、本明細書に
おいて参照されている本願出願人の関連特許出願において以前に説明されている。これら
の２つの測定方法の組み合わせ、及びこれらの測定方法の特徴のいくつかの変更は、以下
に説明されている本発明をもたらす。アイソセントリック放射線治療システムは、放射線
源と患者の疾患との間の距離を一定に維持する。換言すれば、ＳＡＤ（線源から軸までの
距離）が一定である。放射線源は、図７及び図１５に示しているように、マニピュレータ
１１６を使用して、患者の周囲を旋回可能である。
【００４５】
　ＳＡＤ（線源から軸までの距離）を一定に維持する方法は２つ存在する。第１の方法は
、検出器を保持するホルダを使用して検出器の位置を固定して、小型の水タンクを上昇ま
たは下降させる。第２の方法は、上昇及び下降機構を用いて、検出器を一方の方向に上昇
または下降移動させ、小型の第２の水タンクを、他の上昇及び下降機構を用いて、反対方
向に同時に移動させる。第２の方法も、ＳＡＤを一定に維持する。これらの方法は、放射
線源に対して検出器を位置決めし、患者の体内の疾患の位置をシミュレーションする。タ
ンクのこの移動は、放射線ビーム源からの放射線が、適切にアイソセントリックに測定さ
れることを可能にする。
【００４６】
　ダイナミックファントム測定、及びＴＭＲ／ＴＰＲ関数の直接測定の２つの基本概念は
同一であるが、本発明のこの実施形態は、ダイナミックファントム測定と同様に固体水の
代わりに水を使用してクロスビームプロファイルを測定可能である。本発明のこの第２の
実施形態も、本願出願人の以前のＴＭＲ／ＴＰＲ測定と同様の横方向ではなく、タンクの
頂部にある線源から与えられる放射線を用いて、ＴＭＲ／ＴＰＲの直接測定を実施可能で
ある。最後に、これら２つの概念を組み合わせると、単一のデバイスを用いて相対深度放
射線量（ＴＭＲ／ＴＰＲ）及びクロスビームプロファイルがアイソセントリックに測定可
能である。以前の発明を用いると、２つの異なったデバイスが必要とされる。本発明のこ
の第２の実施形態も、従来技術の測定システムにおいて使用されていたものよりも著しく
小さな容積を有する水タンクの使用を可能にする。好ましい実施形態において、従来技術
のタンクの容量が１００リットルであったのに対し、タンクの容積は２．５リットルであ
る。
【００４７】
　図７－１５を参照すると、従来技術のアイソセントリック放射線治療装置１１０が図７
に示されている。図７に示されているアイソセントリック放射線治療装置は、放射線生成
ユニット１１２、可変コリメータ１１４、マニピュレータ１１６、可動テーブル１１８、
診断撮像装置１２０、及び制御ユニット１２２を含み、放射線ビーム１２４を生成する。
放射線手術システムにおけるアイソセントリック放射線ビーム１２４によって生成される
放射線の分布及び強度を測定する、本発明のモジュール式の放射線分析器１２６が図１５
に示されている。放射線ビーム１２４は、アイソセントリック放射線ビーム源によって実
質的に垂直方向に射出される。放射線ビーム１２４は、非常にシャープであり、１ミリメ
ートル未満の精度で患者において位置決めされ得る。ビーム１２４が使用されて、好まし
くは最小場サイズ半径０．５ｃｍ及び最大場サイズ６ｃｍを有する患者の領域が治療され
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る。アイソセントリック放射線ビームが使用される放射線手術システムは、放射線測定の
全てが、本発明のＴＭＲ／ＴＰＲ（組織最大線量比／組織ファントム線量比）の直接測定
のアイソセントリックな方法を用いて行われることを必要とする。さらに、この放射線手
術治療の精度の故に、患者に与えられる放射線の測定は、非常に高い精度を要求する。
【００４８】
　本発明の第２の実施形態の比較的小型のタンク１２８は、測定デバイスのキャリッジ１
３０上に配される。ポータブル折り畳みフレーム１３１は、システム全体を保持する。モ
ジュール式の放射線ビーム分析器１２６は、キャリッジ１３０が３つの異なった軸Ｘ、Ｙ
及びＺにおいて移動させられることを可能にする。Ｘ軸は、垂直方向に伸長し、図８及び
１５において見ることができる。Ｙ軸は、タンク１３２の背部壁に向かってかつそこから
離間して伸長しており、図４及び９において見ることができる。ステッパモータ用の小型
モータは、３つの軸全てに沿ってキャリッジ１３０を移動させる。ステッパモータが好ま
しい実施形態であるが、キャリッジ１１８を単独で３つの軸の各々に沿って移動させるこ
とが可能な、任意のタイプのモータまたはデバイスも使用可能である。
【００４９】
　本発明のこの第２の実施形態は、Ｙ方向に移動自在な小型タンク１２８、及びＹ方向に
移動自在な検出器またはセンサ１３４を含む。ステッパモータ等の１３６等の小型モータ
は、図１１及び１２に示されているように、時計回り及び反時計回り方向の両方にスクリ
ュ１３８を回転させる。設置サポート１４０は、検出器またはセンサ１３４を固定位置に
保持する。設置サポート１４０は、スクリュ１３８に固定されかつスクリュ１３８上に支
持されるので、スクリュが一方の方向に回転する場合、設置サポート１４０は、タンク１
３２の底部に対して上昇させられ、スクリュが他方の方向に回転する場合、スクリュは降
下させられる。検出器またはセンサ１３４に横方向に力を与える好ましい設置サポート１
４０が示されているが、任意の他のタイプの設置サポート１４０も使用可能である。設置
サポート１４０は、アイソセントリック放射線ビーム源１１２と検出器またはセンサ１３
４との間の距離が調整されて、業務用のアイソセントリック放射線ビームと上述の放射線
手術システムを使用して治療される個人または患者の疾患との間の距離がシミュレーショ
ンされることを可能にする。設置サポート１４０も、検出器またはセンサ１３４が、アイ
ソセントリック放射線ビーム源１１２からの放射線ビーム１１２にアラインメントされる
ことを可能にする。
【００５０】
　アイソセントリック放射線ビームを使用する放射線手術システムにおいて、アイソセン
トリック放射線ビーム源１１２と腫瘍等の患者の治療される疾患との間の距離は一定に維
持される。従って、治療される腫瘍または他の疾患が位置している患者の身体における異
なった位置及び深度をシミュレーションするために、患者の身体内の部分の深度をシミュ
レーションする水の相対深度のみが変更される必要がある。検出器またはセンサ１３４を
タンク１２８内の水の中の特定の深度に移動することによって、患者の身体内の正確な深
度または位置がシミュレーションされると、放射線源からの放射線量が腫瘍または疾患を
適切の治療するために調整されることが可能になる。本発明のこの第２の実施形態は、２
つの方法のうちの１つを使用することによってこのことを達成する。第１の方法は、検出
器を保持するホルダ１４０を用いて検出器１３４の位置を固定維持して、小型水タンク１
２８を上昇または下降させる。第２の方法は、上昇及び下降機構を用いて、検出器または
センサ１３４を一方の方向に上昇または下降移動し、同時に、他の上昇及び下降機構を用
いて、小型の水タンクを他方の方向に移動する。第２の方法も、ＳＡＤを一定に維持する
。これらの方法は、放射線源に対して検出器を位置決めして、患者の身体内の疾患の位置
をシミュレーションする。このタンクの移動は、アイソセントリック放射線ビーム源から
の放射線が適切にアイソセントリックに測定されることを可能にする。２つの方法の主た
る差異は：第２の方法が追加のモータを使用して３つの軸Ｘ、Ｙ、Ｚに操作機能を拡張し
て、深さ、半径横断及び対角線方向にスキャンすることである。第１の方法は、深さ、及
び横方向にしかスキャンできない。
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【００５１】
　第１の方法は、キャリッジ１３０を上昇及び／または下降させることが可能なステッパ
モータまたは同様のデバイスを用いて、キャリッジ１３０を上昇及び／または下降させる
ことによって水タンク１２８を上昇及び／下降させる。第２の方法は、スクリュ機構、及
び設置サポート１４０を上昇及び／または下降させることが可能なステッパモータまたは
他の同様なデバイスを用いて、設置サポート１４０を上昇及び／または下降させることに
よって、検出器またはセンサ１３４を上昇及び／または下降させる。同時に、上述された
ように、タンク１２８は、キャリッジ１３０を上昇及び／または下降させることによって
、上昇及び／または下降させられる。設置サポート１４０を上昇及び／または下降させる
モータ（１または複数）またはデバイス（１または複数）、及びキャリッジ１３０を上昇
及び／または下降させるモータ（１または複数）またはデバイス（１または複数）は、同
期化されて、検出器またはセンサ１３４が放射線源に対して固定位置に維持される。換言
すれば、ＳＡＤが一定に維持される。
【００５２】
　上述のように、タンク１２８は、長さ８ｃｍ、幅８ｃｍ、高さ４０ｃｍである。このタ
ンクは、２．５リットルの容積を有している。このタンクは、透明なアクリル材から形成
されている。様々な他の寸法及び重量を有しているタンクも使用可能である。タンクは、
様々な他の材料からなっていてもよい。
【００５３】
　ワイヤまたはケーブル１４２が、放射線源によって特定のポイントに送られる放射線の
量を測定及び記録するために、検出器またはセンサから記録デバイスに伸長している。他
のワイヤまたはケーブル１４４は、制御ボックス１４６から伸長している（図９）。制御
ボックスは、Ｘ、Ｔ及びＺ方向においてキャリッジ１３０の移動を制御する。他のワイヤ
またはケーブル１４８は、モータ１３６から制御デバイス１５０まで伸長している。この
制御デバイスは、キャリッジ１３０と設置サポート１４０との間の移動を同期化して、放
射線源に対して固定位置に検出器またはセンサを維持する。
【００５４】
　本発明のこの実施形態は、本願出願人による米国特許出願シリアルナンバ第６１／０８
３，７４０号（出願日２００８年７月２５日、発明名称「Modular Radiation Beam Analy
zer Software」）及び米国特許出願シリアルナンバ第１１／５１０，２７５号（出願日２
００６年８月２５日、発明名称「Convertible Radiation Beam Analyzer System」）のソ
フトウェア及びプログラムを使用して、ガイドウェイを操作するモータを制御し、データ
を取得し、当該データを分析し、当該データのグラフィック表示を提供し、適切な変更を
伴ったデータを伝送する。
【００５５】
　本発明の実施形態は、単一のイオンチャンバまたはイオンチャンバのアレイとともに使
用され得る。本発明の実施形態は、単一のダイオードまたはダイオードのアレイとともに
使用されてもよい。本発明の実施形態は、サイバーナイフ（登録商標）または従来の放射
線治療とともに使用されてもよい。従来の放射線治療とともに使用される場合、タンク１
２８の寸法は、長さ１４ｃｍ、幅１４ｃｍ、高さ４０ｃｍである。しかし、主たる応用例
は、サイバーナイフ（登録商標）機器及び定位固定治療における応用のような、小さい場
の測定である。
【００５６】
　Ｚ方向におけるスキャンの場合、アイソセントリックスキャンは、ＴＭＲ／ＴＰＲ関数
を生成する。このことは、上述の２つの方法のうちのいずれか１を使用することで達成さ
れる。このことは、ＳＡＤを一定に保てずにＰＤＤ（深部量百分率）関数を生成する従来
のスキャナとは異なる。ＴＭＲ（組織最大線量比）が、プロファイル全体をアイソセント
リックにスキャン不可能なことに留意すべきである。ダイナミックファントム測定が、深
度をアイソセントリックにスキャン不可能なことにもさらに留意する。アイソセントリッ
ク深度スキャン（ＴＭＲ）及びクロスプロファイルの結果は、図１６Ａ及び１６Ｂに示さ
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れている。
【００５７】
　図１７－２０を参照すると、本発明の第３の実施形態が記載されている。この第３の実
施形態が最初の２つの実施形態と同様の態様にて使用されて、タンク２２８の頂部にある
線源（図示せず）から与えられている放射線を用いてＴＭＰ／ＴＰＲ＿ＳＡＤの直接測定
（アイソセントリック測定と同等）が行われる。放射線源は、図１及び７の各々に示され
ている１２及び１１２と同一であり得る。タンク２２８が１１８と同様の可動テーブルに
配されて、図７に示されているように、放射線手術システムにおける放射線ビームの分布
及び強度が測定される。
【００５８】
　タンク２２８は、Ｘ方向において横方向に移動自在であり、回転テーブル２２９によっ
てＺ軸周りに回転させられ得る。回転テーブル２２９は、モータによって動作させられる
（図示せず）。複数の垂直サポート２３１がレール２３３上に設けられている。レール２
３３は、垂直サポート２３１を互いに対して保持して位置決めする。レール２３３は、回
転テーブル２２９に設けられ、デバイス全体がＺ軸周りに回転することを可能にする。レ
ールの第２のセット２３５は、垂直サポート２３１上に、レール２３３と実質的に平行で
かつレール２３３から垂直に離間させられて設けられている。レールの第２のセット２３
５は、タンク２２８の支持部をもたらす。
【００５９】
　自動化された機構は、タンク２２８をＸ方向に移動させる。このことは、検出器または
センサ２３４がＸ軸に沿って横方向に移動することを可能にする。代替的に、接続デバイ
ス２４２が、ガイドウェイ２４４に沿って移動させられ得る。このことは、自動的にまた
は手動で達成させられ得る。このことは、検出器２３４もＸ軸に沿って移動させる。検出
器またはセンサ２３４は、サポート２４０に設けられる。サポート２４０は、自動的また
は手動で、Ｚ軸に沿って上方及び下方に垂直に移動させられ得る。
【００６０】
　第３の実施形態は、大きな水タンクを使用せずに、実質的に最初の２つの実施形態より
も大きな場の測定を可能にする。このことは、タンク２２８を、第１の位置から第２の位
置まで９０度だけ回転することによって達成される。この移動は、大きなタンクを使用せ
ずに、検出器２３４が実質的に大きな領域に亘って移動することを可能にする。回転ベー
ス上の小型タンク２２８の使用は、大きな場において測定を行うのに必要とされるタンク
のサイズ及び水の体積の著しい低減をもたらす。このことは、使用される水が比較的少な
い（従来のタンク内の４５ガロンに対して１１ガロン）故に、著しい重量低減ももたらす
。好ましいタンクは、長さ３５ｃｍ、幅３０ｃｍ、高さ４０ｃｍで、アクリル材から生成
される。
【００６１】
　本明細書において言及されている全ての特許及び公報は、本発明に関連する分野の当業
者の水準を示すものである。全ての特許及び公報は、ここの公報の各々が具体的かつ個別
的に示されて参照によって含まれるのと同一の範囲まで、参照されることによって本明細
書に含まれている。
【００６２】
　本発明の特定の形式が示されているが、本発明が、本明細書に記載されかつ示されてい
る特定の形式または構成に限定されないことが理解されるべきである。様々な変更が本発
明の範囲から逸脱せずになされることが可能であり、本発明が、本明細書に含まれている
説明及び任意の図面内に図示及び記載されているものに限定されるとみなされないことは
、当業者に明らかである。
【００６３】
　当業者は、本発明が、目的を達成しかつ言及された結果及び利点を得るように構成され
ていること並びにこれらに内在するものを容易に理解するだろう。本明細書に記載されて
いる実施形態、方法、手順及び技術は、好ましい実施形態の現在の典型例であり、例示と
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されることを目的としており、かつ本発明の範囲を限定することを目的としていない。本
発明の趣旨に含まれておりかつ添付の特許請求の範囲によって画定されている変更及び他
の使用法は、当業者によって想到されるだろう。本発明は、特定の好ましい実施形態に関
連して説明されてきたが、特許請求の範囲に記載されている本発明は、これらの特定の実
施形態に不当に限定されるべきではない。実際、本発明を実施するための上述の形態の、
当業者に自明な様々な変形例は、添付の特許請求の範囲内にあることが意図されている。
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